
新庁舎で業務をスタート
令和３年５月６日　三ノ丸庁舎から新庁舎３階に引っ越しました
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　今回は農業者年金で税金対策ができる具体例を紹介します。
　保険料（農業者年金の掛け金）は月額２万円から６万７千円の中で自由に選択できます。その支払った
保険料全額が社会保険料控除となりますので、その分課税対象所得が下がり税金が安くなります。

　節税額は適用される税率や保険料額によって差がありますが、支払った保険料の約15%～30%程
度になります。また、生計を一つにする配偶者や後継者の保険料を支払った場合は、その合計額（月
額保険料２万円の場合は親子２人分で48万円）が経営主の所得から控除できます。

●同居の未加入者（嫁や60歳未満の妻）の農業者年金加入
月額２万円だと年額プラス24万円分控除できます。

●息子の月額保険料を増やす
月額千円単位で増額可能です。例えば月５千円増やすと年額プラス６万
円控除できます。一人当たり最高月額は６万７千円まで設定できます。

知らないと損！農業者年金で税金対策

今年は豊作だった
から収入多くて税
金のっちり取られ
るなあ…どうせば
いいべ？

農業者年金は
全額社会保険料控除に
なるということはその分
課税対象所得が下がる

ということね♪

来年分を前納する
手続きを11月15日まで
に農業委員会に手続き
すれば、今年の申告に
間に合うんだって。

なんも！
来年の農業
者年金の額
を増やせば
いいんだ！

例えば課税対象所得が150万円の場合、税率は15.1%です。(右図参照）

※農業収入－必要経費
　　　　　＝課税対象所得

課税対象所得 税率

195万円以下

195万～330万円以下

330万～695万円以下

ー × ＝
課税対象所得

150万円

税率

15.1%

税金

154,020円

年額保険料

48万円

課税対象所得と税率

15.1％

20.2％

30.4％

老後の貯金で
税金得しっちゃったね

豊作で税金の心配をしているこの親子の方法は？

当り前に税金を払うなら150万×15.1％で226,500円ですが
2人分の掛け金48万円を課税対象所得から引くと税金は154,020円です。
Q. さて、この例の場合、いくら得したと思いますか。
A. 答えは72,480円が得した税金となります。（48万円×15.1%）

令和3年9月1日発行
第73号

令和３年９月１日 4



・農作業標準賃金表の策定

・農地転用等に係る現地調査

「
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
」宣
言
に
よ
せ
て

大
館
市
農
業
委
員
会

会
長

　糸

　屋

　由
衛
門

　皆
様
に
は
、
日
頃
か
ら
農
業
委
員
会
活
動
に
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　７
月
23
日
に
は
、
昨
年
か
ら
延
期
と
な
っ
て
い
た
２
０
２
０
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
開
幕
し
、各
国
の
代
表
選
手
に
よ
る
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
中
、

日
本
選
手
の
活
躍
に
胸
を
高
鳴
ら
せ
て
観
戦
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

　し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中
で
今
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
猛
威
を
振
る
っ
て
お
り
、
１
日
も
早
い
終
息
と
、
か
つ

て
の
日
常
が
戻
る
こ
と
を
切
に
願
わ
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

　近
年
、
各
国
で
地
球
温
暖
化
が
原
因
と
見
ら
れ
る
気
候
変
動
に
よ
る
自
然

災
害
が
頻
発
、
激
甚
化
し
て
お
り
ま
す
。
今
年
２
月
に
大
館
市
で
は
、

２
０
５
０
年
ま
で
に
二
酸
化
炭
素
実
質
排
出
ゼ
ロ
の
実
現
に
取
り
組
む
、
県

内
初
と
な
る
「
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
」
を
宣
言
い
た
し
ま
し
た
。

　そ
う
し
た
中
、
農
業
分
野
で
は
管
内
で
２
例
目
と
な
る
水
田
利
用
に
よ
る

営
農
型
太
陽
光
発
電
設
備
へ
の
転
用
申
請
が
あ
り
、
委
員
会
で
許
可
決
定
い

た
し
ま
し
た
。
営
農
型
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
に
関
し
て
は
、
再
生
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
一
層
の
導
入
を
進
め
る
た
め
、パ
ネ
ル
下
の
単
収
要
件
の
撤
廃
等
、

国
が
設
置
基
準
緩
和
の
方
針
を
示
し
た
こ
と
か
ら
、
今
後
も
農
業
分
野
に
お

け
る
脱
炭
素
化
や
農
地
の
有
効
利
用
の
一
つ
と
し
て
、
高
い
関
心
を
集
め
る

取
り
組
み
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　今
後
も
刻
々
と
変
化
す
る
社
会
の
動
き
へ
目
を
配
り
、
関
係
機
関
と
連
携

し
、
農
業
委
員
会
活
動
へ
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
り
一
層
の
皆

様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　大館市農業委員会では、毎月１回総会を開催しています。農地の売買、貸し借り、転用等をしようとす
る方は、受付締切日までに農業委員会に申請書を提出してください。
　令和３年９月から令和４年７月までの農業委員会総会の開催予定は、次のとおりです。

総会開催・申請受付日程

委員の任務分担
※総会開催日等は変更になる場合があります。

【◎は委員長、○は副委員長、農委は農業委員、推進は農地利用最適化推進委員】

（令和３年７月20日～令和４年７月19日）
会長　糸屋　由衛門（中山）農委　　会長職務代理者　安部　幸美（餅田２区）農委

・農業委員会の業務活動の計画

総
務
小
委
員
会

農
業
振
興
小
委
員
会

農
地
調
整
小
委
員
会

◎浅　利　瑞　穂 （大森） 農委
　小　畑　美恵子 （四羽出） 農委
　渡　邉　久　雄 （五日市上） 農委
　前　田　主　幸 （茂屋） 推進
　丸　岡　信　雄 （立花２区） 推進
　萬　田　信　市 （下川端） 推進

◎菅　原　和　久 （釣田） 農委
　虻　川　マキ子 （高戸屋） 農委
　伊　藤　　　昇 （小館町） 農委
　畠　山　繁　司 （別所） 農委
　田　山　弘　一 （沼館１区） 推進
　石　垣　忠　廣 （小茂内） 推進

◎藤　盛　久　登 （本郷上） 農委
　斎　藤　重　春 （黒沢） 農委
　富　樫　英　悦 （板沢） 農委
　佐　藤　謙　一 （川口５区） 推進
　佐　藤　　　稔 （長坂坂地） 推進
　秋　元　　　優 （猿間） 推進

○藤　原　信　雄 （沢山） 推進
　阿　部　重　信 （大葛） 農委
　小　林　大　樹 （小坪川原） 農委
　畠　山　米　藏 （松峰） 推進
　冨　樫　　　覚 （本宮） 推進

〇岸　　　恭　司 （笹館） 推進
   石　山　元　一 （赤坂） 農委
　小　畑　純　市 （四羽出） 農委
　畠　山　　　薫 （曲田） 推進
　小　林　秀　文 （中仕田） 推進
　虻　川　久　樹 （櫃崎） 推進

〇渡　邊　久留美 （向田） 農委
　髙　坂　千　悦 （本郷２） 農委
　菅　原　一　成 （笹館） 農委
　畠　山　博　実 （松峰） 推進
　仲　澤　信　仁 （小坪川原） 推進
　北　村　鉄　正 （味噌内下） 推進

・研修の企画

・水稲作柄調査

・別段面積の設定

　令
和
２
年
度
末
に
県
内
全
て
の
「
人
・
農
地

プ
ラ
ン
」（
以
下
、「
プ
ラ
ン
」）
が
実
質
化
さ
れ
、

今
年
度
も
引
き
続
き
農
地
所
有
者
の
意
向
把
握

と
、
地
域
の
話
し
合
い
の
場
へ
積
極
的
に
関
与

す
る
と
と
も
に
、
実
質
化
し
た
「
プ
ラ
ン
」
を

基
に
、
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
が
マ
ッ
チ
ン
グ
活
動
を
積
極
的
に
行
い
、
農

地
の
集
積
・
集
約
化
の
成
果
を
積
み
上
げ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　こ
う
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
、
農
業
委
員
・
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
に
よ
る
マ
ッ
チ
ン
グ

活
動
の
先
進
事
例
を
は
じ
め
、
農
地
利
用
最
適

化
業
務
の
推
進
を
目
的
と
す
る
研
修
会
に
参
加

し
ま
し
た
。

市
町
村 

農
業
委
員
会

地
区
別
研
修
会

　農地法第３条に基づく農地の売買・贈与・貸借等には、農業委員会の許可が必要です。また、農地法第
４条及び５条に基づく農地転用許可は、転用（農地を農地以外のものにすること）する農地の面積が２ｈａ
を超える場合は秋田県が許可権限を有し、２ｈａ以下の場合は大館市が許可権限を有しています。
　申請や相談の窓口は農業委員会です。申請内容によっては許可できない場合もありますので、事前にご
相談ください。また、荒廃した農地の相談にも応じていますので、お気軽にご相談ください。   

農業委員会からのお知らせ

総会開催予定日
令和３年９月10日(金)

10月12日(火)
11月11日(木)
12月10日(金)

令和４年１月14日(金)
２月14日(月)
３月11日(金)
４月14日(木)
５月13日(金)
６月10日(金)
７月13日(水)

８月25日(水)
９月24日(金)
10月26日(火)

１月21日(金)

３月25日(金)

５月25日(水)
６月24日(金)

８月31日(火)
10月５日(火)
11月４日(木)
12月３日(金)
１月６日(木)
２月３日(木)
３月３日(木)
４月５日(火)
５月６日(金)
６月２日(木)
７月５日(火)

転用申請届出受付締切日 各種申請届出受付締切日
（転用以外） 転用等現地調査日
８月27日(金)
９月30日(木)
10月29日(金)

１月27日(木)

３月30日(水)

５月27日(金)
６月30日(木)

11月24日(水)
12月24日(金)

２月24日(木)

４月19日(火)
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　菅　原　一　成 （笹館） 農委
　畠　山　博　実 （松峰） 推進
　仲　澤　信　仁 （小坪川原） 推進
　北　村　鉄　正 （味噌内下） 推進

・研修の企画

・水稲作柄調査

・別段面積の設定

　令
和
２
年
度
末
に
県
内
全
て
の
「
人
・
農
地

プ
ラ
ン
」（
以
下
、「
プ
ラ
ン
」）
が
実
質
化
さ
れ
、

今
年
度
も
引
き
続
き
農
地
所
有
者
の
意
向
把
握

と
、
地
域
の
話
し
合
い
の
場
へ
積
極
的
に
関
与

す
る
と
と
も
に
、
実
質
化
し
た
「
プ
ラ
ン
」
を

基
に
、
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
が
マ
ッ
チ
ン
グ
活
動
を
積
極
的
に
行
い
、
農

地
の
集
積
・
集
約
化
の
成
果
を
積
み
上
げ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　こ
う
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
、
農
業
委
員
・
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
に
よ
る
マ
ッ
チ
ン
グ

活
動
の
先
進
事
例
を
は
じ
め
、
農
地
利
用
最
適

化
業
務
の
推
進
を
目
的
と
す
る
研
修
会
に
参
加

し
ま
し
た
。

市
町
村 

農
業
委
員
会

地
区
別
研
修
会

　農地法第３条に基づく農地の売買・贈与・貸借等には、農業委員会の許可が必要です。また、農地法第
４条及び５条に基づく農地転用許可は、転用（農地を農地以外のものにすること）する農地の面積が２ｈａ
を超える場合は秋田県が許可権限を有し、２ｈａ以下の場合は大館市が許可権限を有しています。
　申請や相談の窓口は農業委員会です。申請内容によっては許可できない場合もありますので、事前にご
相談ください。また、荒廃した農地の相談にも応じていますので、お気軽にご相談ください。   

農業委員会からのお知らせ

総会開催予定日
令和３年９月10日(金)

10月12日(火)
11月11日(木)
12月10日(金)

令和４年１月14日(金)
２月14日(月)
３月11日(金)
４月14日(木)
５月13日(金)
６月10日(金)
７月13日(水)

８月25日(水)
９月24日(金)
10月26日(火)

１月21日(金)

３月25日(金)

５月25日(水)
６月24日(金)

８月31日(火)
10月５日(火)
11月４日(木)
12月３日(金)
１月６日(木)
２月３日(木)
３月３日(木)
４月５日(火)
５月６日(金)
６月２日(木)
７月５日(火)

転用申請届出受付締切日 各種申請届出受付締切日
（転用以外） 転用等現地調査日
８月27日(金)
９月30日(木)
10月29日(金)

１月27日(木)

３月30日(水)

５月27日(金)
６月30日(木)

11月24日(水)
12月24日(金)

２月24日(木)

４月19日(火)
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新庁舎で業務をスタート
令和３年５月６日　三ノ丸庁舎から新庁舎３階に引っ越しました

編集：発行／大館市農業委員会　所在地／〒017-8555　秋田県大館市字中城20　☎／0186-43-7129

　今回は農業者年金で税金対策ができる具体例を紹介します。
　保険料（農業者年金の掛け金）は月額２万円から６万７千円の中で自由に選択できます。その支払った
保険料全額が社会保険料控除となりますので、その分課税対象所得が下がり税金が安くなります。

　節税額は適用される税率や保険料額によって差がありますが、支払った保険料の約15%～30%程
度になります。また、生計を一つにする配偶者や後継者の保険料を支払った場合は、その合計額（月
額保険料２万円の場合は親子２人分で48万円）が経営主の所得から控除できます。

●同居の未加入者（嫁や60歳未満の妻）の農業者年金加入
月額２万円だと年額プラス24万円分控除できます。

●息子の月額保険料を増やす
月額千円単位で増額可能です。例えば月５千円増やすと年額プラス６万
円控除できます。一人当たり最高月額は６万７千円まで設定できます。

知らないと損！農業者年金で税金対策

今年は豊作だった
から収入多くて税
金のっちり取られ
るなあ…どうせば
いいべ？

農業者年金は
全額社会保険料控除に
なるということはその分
課税対象所得が下がる

ということね♪

来年分を前納する
手続きを11月15日まで
に農業委員会に手続き
すれば、今年の申告に
間に合うんだって。

なんも！
来年の農業
者年金の額
を増やせば
いいんだ！

例えば課税対象所得が150万円の場合、税率は15.1%です。(右図参照）

※農業収入－必要経費
　　　　　＝課税対象所得

課税対象所得 税率

195万円以下

195万～330万円以下

330万～695万円以下

ー × ＝
課税対象所得

150万円

税率

15.1%

税金

154,020円

年額保険料

48万円

課税対象所得と税率

15.1％

20.2％

30.4％

老後の貯金で
税金得しっちゃったね

豊作で税金の心配をしているこの親子の方法は？

当り前に税金を払うなら150万×15.1％で226,500円ですが
2人分の掛け金48万円を課税対象所得から引くと税金は154,020円です。
Q. さて、この例の場合、いくら得したと思いますか。
A. 答えは72,480円が得した税金となります。（48万円×15.1%）
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